
参
考
書
誌
研
究
・
第
二
九
号
，
（
一
九
八
五
・
．
三
）

r

明
治
監
獄
志
下
に
お
け
る
受
刑
者
の
図
書
閲
読
（
下
）

中
　
根
　
憲
　
一

一
、
総
　
三

二
　
明
治
五
年
監
獄
則

三
　
明
治
十
四
年
監
獄
則

五四

明明
三婆域
壬壬天

主軍三

巴
則三

四
、
明
治
二
十
二
年
監
獄
則

　
明
治
二
十
二
年
七
月
十
二
日
、
監
獄
則
は
二
度
目
の
改
正
を
受
け
た
（
勅

令
笛
九
三
号
）
。
改
正
監
獄
則
は
全
文
僅
か
五
二
条
の
み
で
、
詳
細
は
同
じ

く
同
月
制
定
の
監
獄
則
施
行
細
則
（
内
務
省
令
第
八
号
）
全
一
〇
八
条
で

規
定
し
た
ゆ
改
正
監
獄
則
は
プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
心
と
し
た
ド
イ
ツ
監
獄
学

の
強
い
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
既
に
何
年
二
月
に
発
布
さ
れ
た

大
日
本
帝
国
憲
法
を
頂
点
と
し
て
、
，
来
た
る
べ
き
下
イ
ツ
的
国
家
体
系
構

築
へ
向
け
て
の
正
に
礎
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
（
ユ
）
。

　
改
正
の
要
点
は
、
ま
ず
従
来
の
未
決
者
の
名
称
を
刑
事
被
告
人
と
改
め
、

無
罪
の
者
と
し
て
推
定
す
る
と
と
も
に
、
監
獄
の
紀
律
に
妨
げ
な
き
限
り

に
お
い
て
そ
の
処
遇
を
著
し
く
緩
和
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
図
書
閲

読
の
面
に
お
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
刑
事
被
告
人
の
図
書
閲
読
許
r

可
範
囲
・
の
拡
大
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
、
情
願
懲
治
な
ら
び
に
刑

余
者
の
別
房
留
置
の
制
度
を
廃
止
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
広
範
北
わ
た
る
、

雑
多
ど
も
言
え
る
拘
禁
形
態
の
整
理
を
は
か
る
と
と
も
に
、
自
由
刑
執
行

機
関
と
し
て
の
監
獄
の
純
化
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
改
正
監
獄
則
遺
ま

」
た
、
紀
律
を
重
ん
じ
る
と
と
も
に
、
個
別
的
処
遇
を
重
視
し
た
。
具
体
的

な
閲
読
許
否
の
判
断
が
、
第
三
十
二
条
所
定
の
客
観
的
閲
読
許
可
基
準
と

の
照
応
だ
け
で
な
く
、
各
人
の
教
育
程
度
、
職
業
、
受
刑
態
度
等
の
個
別

的
あ
る
い
は
主
観
的
要
因
を
も
考
慮
し
て
個
別
具
体
的
に
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
の
も
、
個
別
処
遇
の
図
書
閲
読
面
に
お
け
る
適
用
に
他
な

ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
明
治
二
十
年
代
に
入
6
と
と
も
に
、
反
政
府
運
動
も
漸
く

’終

閧
�
垂
ｰ
る
。
ま
た
監
獄
に
は
紀
律
が
寄
港
れ
、
暴
動
．
逃
走
等
の
反

獄
も
次
第
に
減
少
し
つ
つ
あ
っ
た
。
社
会
も
監
獄
も
漸
ぐ
安
定
化
に
向
い

，
始
め
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
来
た
る
べ
き
条
約
改
正
の
炭
現
へ
向
け
て
獄
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制
の
整
備
は
い
よ
い
よ
急
務
と
な
っ
た
。
当
時
、
内
相
は
山
県
有
朋
、
警

保
局
長
は
腹
心
の
三
浦
三
冠
で
あ
っ
た
。
監
獄
改
良
に
か
け
る
熱
意
に
は

共
に
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
が
、
特
に
豊
浦
は
、
そ
の
年
来
の
主
張

で
あ
る
監
獄
費
国
庫
支
弁
復
活
に
全
力
を
傾
注
し
、
長
年
に
わ
た
る
困
苦

の
末
、
明
治
三
十
三
年
つ
い
に
そ
の
実
現
を
果
た
す
。
明
治
二
十
二
女
監

獄
則
時
代
に
お
け
る
国
庫
支
弁
達
成
は
成
ら
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
明
治

二
十
年
代
に
入
る
と
と
も
に
府
県
財
力
は
次
第
に
充
実
を
み
せ
、
再
び
官

本
主
義
の
方
針
が
指
向
き
れ
る
こ
と
と
な
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
期
に
お

け
る
官
本
整
備
の
実
際
は
未
だ
極
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治

二
十
年
代
後
半
に
至
る
と
官
本
主
義
の
方
向
は
一
層
具
体
的
な
様
相
を
示

す
よ
う
に
な
る
。
明
治
二
十
七
年
頃
の
立
案
と
思
わ
れ
る
監
獄
則
改
正
案

に
は
、
制
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
官
本
貸
与
主
義
、
そ
れ
に
伴
う
私

記
制
限
の
方
針
が
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
監
獄
書
籍
館
構
想
、
給

与
工
銭
利
子
に
よ
る
書
籍
購
入
費
調
達
乱
臣
が
検
討
の
組
上
に
上
っ
た
の

も
こ
の
頃
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
、
監
獄
則
改
正
後
、
各
府
県
に
お
い
て
は

書
籍
取
扱
規
定
の
制
定
が
相
次
ぎ
、
官
本
貸
与
手
続
、
私
本
購
入
手
続
等

の
制
度
化
・
明
確
化
が
は
か
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
官
本
整
備
の
充
実
は
、

な
お
明
治
三
十
二
年
改
正
と
監
獄
経
費
国
庫
支
弁
復
活
と
を
待
た
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
が
、
と
も
か
く
、
当
面
の
目
標
で
あ
惹
不
平
等
条
約
の
改
正

に
向
け
て
、
監
獄
制
度
の
整
備
は
急
速
に
進
捗
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

図
書
閲
読
の
許
可
基
準

許
可
基
準
を
定
め
た
。

第
三
十
二
条

明
治
二
十
二
年
監
獄
則
は
、
左
の
図
書
閲
読
の

囚
人
懲
治
人
及
刑
事
被
告
人
現
行
／
法
律
命
令
書
ヲ
看
ン
ト
請
フ
ト
キ

ハ
之
ヲ
許
ス

囚
人
重
盗
治
人
書
籍
ヲ
看
Z
ト
請
フ
ト
キ
ハ
修
身
宗
教
教
育
及
営
業
二

必
要
ナ
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
之
ヲ
許
ス
刑
事
被
告
人
書
籍
ヲ
看
ン
ト
請
フ
ト

キ
ハ
総
テ
之
ヲ
許
ス
但
領
置
外
ノ
書
籍
ハ
当
該
裁
判
官
ノ
承
認
ヲ
経
ヘ

キ
モ
ノ
ト
ス

新
聞
紙
及
時
事
ノ
論
説
ヲ
記
ス
ル
モ
ノ
ハ
前
二
項
ノ
例
ニ
ア
テ
ス

　
第
三
十
二
条
第
一
項
は
、
囚
人
、
懲
治
人
及
び
刑
事
被
告
人
、
つ
ま
り

全
て
の
在
監
者
に
対
し
法
律
命
令
書
の
閲
読
を
許
し
た
。
大
日
本
帝
国
憲

法
に
お
い
て
、
「
臣
民
権
利
義
務
」
が
規
定
さ
れ
た
こ
ど
に
伴
い
、
在
監
者

と
い
え
ど
も
国
民
の
一
人
と
し
て
法
律
・
命
令
を
知
ら
し
め
る
必
要
が
認

め
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
法
律
書
閲
読
に
つ
い
て
は
、
既
に
明
治
十
「

年
六
月
懲
役
人
に
か
か
る
該
書
籍
の
差
入
れ
が
禁
ぜ
ら
れ
（
2
）
、
同
十
三

年
九
月
に
は
各
庁
府
県
に
対
し
既
決
囚
の
法
律
書
閲
読
を
禁
止
す
る
旨
の

内
務
省
の
統
一
指
令
が
発
せ
ら
れ
へ
3
）
、
ま
た
明
治
十
四
年
監
獄
則
で
は

法
律
書
閲
読
に
つ
い
て
は
何
ら
規
定
す
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
が
、
前
記

指
令
等
に
よ
る
閲
読
禁
止
の
取
扱
い
は
、
依
然
引
き
続
い
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
刑
事
被
告
人
に
つ
い
て
は
訴
訟
遂
行
上
の
必
要

か
ら
治
罪
法
第
一
四
二
条
に
よ
り
監
倉
（
未
決
監
）
に
刑
法
、
治
罪
法
を

備
え
付
け
る
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
被
告
人
の
請
求
に
応
じ
て
貸
与
す

べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
4
）
。
こ
れ
は
例
外
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
第

三
十
二
条
冒
頭
に
お
い
て
全
て
の
在
監
者
に
対
す
る
法
律
書
閲
読
許
可
が

規
定
ざ
れ
た
の
で
あ
る
。
小
河
滋
次
郎
は
在
監
者
に
法
律
書
閲
読
を
認
め

た
理
由
を
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
．
（
5
）
。

　　　一　ニー



　
　
在
監
者
二
現
行
法
律
命
令
書
ノ
看
読
ヲ
許
可
セ
シ
所
以
ノ
モ
．
ノ
ハ
蓋

・
シ
現
行
ノ
法
律
命
令
一
楽
グ
モ
国
民
タ
ル
ヘ
キ
者
ノ
一
般
二
予
知
ス
ル

　
ヲ
要
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
塁
在
監
人
ヲ
メ
之
ヲ
知
ラ
ス
シ
テ
服
従
ノ

　
義
務
ヲ
負
ハ
シ
八
ル
ハ
事
体
ノ
宜
シ
キ
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ラ
サ
ル
コ
」

　
ト
ヲ
認
メ
タ
ル
ニ
由
ル
コ
ト
ナ
ル
ヘ
シ

　
明
治
二
十
二
年
監
獄
則
が
そ
の
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
在
監
者

の
法
律
書
閲
読
を
認
め
た
法
定
の
意
義
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
極
め
て

大
き
い
。
し
か
し
小
河
に
よ
れ
ば
、
許
可
の
対
象
と
さ
れ
た
法
律
書
は
「
現

行
」
の
も
の
に
限
ら
れ
、
且
つ
、
閲
読
を
願
い
出
た
在
監
者
の
入
監
前
に

既
に
発
布
さ
れ
た
法
律
・
命
令
は
閲
読
の
対
象
外
と
さ
れ
た
か
ら
、
そ
の

閲
読
鳳
、
実
襟
上
、
形
だ
け
の
形
式
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
ず
、

加
え
て
、
そ
の
具
体
的
な
閲
読
許
否
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
出
願
者
の
身

分
、
職
業
、
閲
読
の
目
的
等
が
個
別
的
に
考
慮
さ
れ
る
適
の
と
さ
れ
だ
か

ら
、
法
律
書
閲
読
を
認
め
た
そ
の
進
歩
的
な
規
定
も
、
そ
の
実
質
的
な
保
層

障
の
面
に
お
い
て
は
極
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
’

な
い
。
「
在
監
人
ヲ
シ
テ
監
獄
二
於
テ
法
律
規
則
ノ
研
究
ヲ
ナ
サ
シ
メ
ン
ト

欲
ス
ル
ニ
非
ラ
サ
ル
コ
ト
勿
論
ナ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
い
う
の
が
小
河
の
理
由

で
あ
，
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
も
っ
と
も
、
以
上
は
直
接
的
に
は
『
日
本
監
獄
法
講
義
』
に
お
け
る
小

河
の
所
説
で
あ
っ
て
、
内
務
省
の
公
権
的
解
釈
な
い
し
取
扱
方
針
そ
の
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
小
河
は
、
内
務
属
と
し
て
明
治
二
十
二
年
監
獄
則

の
起
草
に
は
深
く
関
与
し
て
お
研
、
ま
た
当
時
、
新
進
気
鋭
の
リ
ー
ダ
ー

、
ど
し
て
そ
の
説
く
監
獄
理
論
は
次
第
に
行
刑
界
を
風
靡
し
つ
つ
あ
っ
た
。

当
時
、
各
監
獄
に
お
け
る
法
律
書
の
取
扱
い
が
実
際
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
は
必
ず
し
も
判
然
ど
し
な
い
が
、
行
刑
現
場
に
お
け
る
小
河
監

獄
学
の
学
理
・
実
務
両
面
に
及
ぶ
そ
の
指
導
力
の
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
そ
の
実
際
の
取
扱
い
も
ほ
ぼ
前
記
所
説
に
そ
っ
た
例
が
少
な
く

な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
法
律
書
以
外
の
一
般
書
籍
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
修
身
書
、
営
業
書
に
、

新
た
に
宗
教
書
、
教
育
書
を
加
え
、
閲
読
許
可
範
囲
を
拡
大
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
範
囲
が
い
わ
ゆ
る
教
育
的
書
籍
の
類
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

依
然
変
り
が
な
い
。
書
籍
閲
読
と
い
え
ど
も
禁
制
が
本
則
で
あ
っ
た
。
感

化
に
稗
益
あ
る
も
の
の
み
例
外
的
に
そ
の
閲
読
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

囚
人
に
書
籍
閲
読
を
許
し
た
の
は
、
「
之
レ
ニ
由
り
反
省
顧
慮
ス
ル
所
ア
ラ

シ
メ
ン
カ
為
メ
ナ
リ
、
転
迷
開
悟
ス
ル
所
ア
ラ
シ
メ
ン
カ
分
周
ナ
リ
、
感

奮
興
起
ス
ル
所
ア
ラ
シ
メ
ン
カ
為
メ
ナ
リ
、
寛
解
融
和
ス
ル
所
ア
ラ
シ
メ

ン
カ
為
メ
ナ
リ
、
腎
文
字
ヲ
解
シ
職
業
ヲ
知
ル
ノ
民
ト
ナ
ッ
テ
社
会
二
伍
ス
ー

ル
ノ
地
歩
ヲ
得
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
ア
リ
、
官
吏
教
講
師
等
ノ
訓
講
、

説
法
又
ハ
教
導
二
由
リ
発
生
シ
タ
ル
智
徳
ノ
轍
芽
ヲ
培
養
セ
シ
メ
ン
ト
欲

ス
ル
ニ
ア
リ
」
（
6
）
と
観
念
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
稗
史
小
説
、
紀
行
、
伝

記
等
は
慰
楽
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
閲
読
は
永
く
禁
制
で
あ
っ
た
。

絵
入
り
の
書
籍
も
同
様
で
あ
っ
た
。
「
感
情
的
開
発
教
育
」
（
7
）
の
点
か
ら

そ
の
意
義
が
認
識
さ
れ
閲
読
が
許
可
さ
れ
み
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治

二
十
年
代
末
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
そ
れ
ま
で
も
各
府
県
監
獄

に
お
け
る
書
籍
取
扱
い
の
実
際
に
つ
い
て
は
差
異
も
多
く
、
と
り
わ
け
小

説
本
を
め
ぐ
る
各
監
獄
の
寛
・
厳
さ
ま
ざ
ま
な
取
扱
い
実
態
に
つ
い
て
は

指
摘
が
多
く
、
永
く
そ
の
不
統
一
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
（
8
）
。
明
治
二

十
六
年
の
典
獄
会
議
に
だ
い
て
は
、
書
籍
取
扱
い
の
一
定
に
つ
き
、
監
獄

局
長
か
ら
左
の
指
示
が
な
回
れ
て
い
る
（
9
）
。
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囚
人
に
看
読
ヲ
許
又
ヘ
キ
書
籍
ノ
検
定
ハ
最
モ
意
ヲ
用
ヒ
其
修
身
其

　
他
二
極
メ
テ
適
切
必
要
ナ
ル
モ
ノ
ノ
ミ
ヲ
精
選
シ
筍
モ
娯
楽
ノ
用
二
供

　
ス
ル
ノ
虞
ア
ル
ガ
如
キ
モ
ノ
ハ
一
切
之
ヲ
禁
シ
且
ツ
軍
監
房
二
下
付
ス

　
ル
ト
キ
ノ
如
キ
パ
カ
メ
テ
冊
数
ヲ
制
限
ス
ル
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ナ
ル
ニ
今

　
日
ノ
実
際
ハ
或
ハ
小
説
類
似
ノ
冊
子
モ
其
題
名
ノ
正
シ
キ
モ
ノ
ハ
其
書
・

　
名
ノ
三
三
ニ
之
レ
カ
回
読
ヲ
許
シ
居
ル
カ
如
キ
コ
ト
ナ
シ
ト
セ
ス
秦
野

　
シ
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
絵
入
一
代
記
其
他
絵
入
ノ
史
書
類
ヲ
監
房
二
、
下
付
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
ア
リ
要
ス
ル
ニ
書
類
検
定
新
婚
下
付
上
ノ
現
況
二
王
テ
ハ
一
層
鄭
重
慎

　
密
ノ
注
意
ヲ
希
望
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ

．
乏
こ
ろ
で
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
書
籍
項
目
の
う
ち
、
宗
教
書
に
つ
匹

て
は
、
そ
の
後
明
治
二
十
五
年
四
月
開
催
の
典
獄
会
議
に
お
い
て
、
「
宗
教
・

F
関
ス
ル
書
籍
ハ
何
宗
二
拘
バ
ラ
ス
凡
テ
差
入
ヲ
許
ス
ヲ
可
千
ス
ル
ヤ
」

」
こ
の
論
宗
云
々
と
は
お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
一
と
の
諮
問
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
、
「
何
宗
二
拘
バ
ラ
ス
総
テ
差

入
ヲ
許
ス
ヲ
可
ト
ス
」
と
の
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
明

治
二
十
二
年
改
正
時
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
は
依
然
閑
適
除
外
さ
れ
て

い
た
も
の
と
み
み
こ
と
が
で
き
る
（
－
o
）
。
教
育
書
の
追
加
は
、
一
つ
に
は
、

十
六
歳
未
満
の
囚
人
及
び
懲
治
人
に
対
す
る
学
科
教
育
の
創
設
（
第
三
十

一
条
）
（
1
1
）
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
十
六
歳
以
上
の
囚
人
に
対
す

る
「
自
修
的
教
育
」
（
1
2
）
の
奨
励
を
企
図
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
第
三
十
二
条
第
三
項
は
刑
事
被
告
人
に
対
し
全
て
の
書
籍

の
閲
読
を
認
め
て
い
る
。
前
述
し
た
刑
事
被
告
人
の
処
遇
緩
和
・
に
伴
う
も

の
で
あ
り
、
、
ま
た
刑
の
確
定
し
た
囚
人
と
異
な
り
刑
事
被
告
人
に
つ
い
て

は
感
化
改
良
を
未
だ
顧
慮
す
る
必
要
な
く
、
身
柄
の
確
保
と
罪
証
の
浬
滅

防
止
と
だ
け
が
拘
禁
目
的
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い

て
も
小
河
は
、
「
当
局
者
ハ
凡
へ
r
テ
ノ
書
籍
二
就
キ
紀
律
取
締
上
ノ
便
否
ヲ

省
察
シ
テ
充
分
厳
重
二
其
種
目
ヲ
取
捨
選
定
ス
ヘ
キ
コ
ト
勿
論
ナ
リ
ト
信

・
ス
」
（
1
3
）
匙
、
紀
律
取
締
上
か
ら
す
る
制
限
の
可
能
性
に
づ
い
て
示
唆
し
て

い
む
。
各
府
県
に
お
け
る
取
扱
い
の
実
際
に
お
い
て
も
紀
律
上
か
ら
す
る

規
制
を
加
え
る
例
少
な
し
と
し
な
か
っ
た
。

　
明
治
十
一
年
、
埼
玉
県
は
既
に
書
籍
貸
借
規
則
の
定
め
を
有
し
た
が
、

明
治
二
十
二
年
改
正
後
、
各
府
県
は
相
次
い
で
書
籍
取
扱
規
定
を
制
定
す

る
に
至
っ
た
。
石
川
県
、
明
治
二
十
三
年
九
月
、
『
書
籍
出
納
並
管
理
規
則
』

制
定
（
1
4
）
。
新
潟
県
、
同
二
十
四
年
十
月
、
『
囚
人
懲
治
人
看
読
書
籍
規
程
』

制
定
（
1
5
）
。
徳
島
県
、
同
二
十
七
年
八
月
、
『
看
読
書
籍
取
扱
規
程
』
制
定

（
1
6
）
。
図
書
閲
読
関
係
規
定
の
制
定
は
ほ
ど
ん
ど
全
て
の
府
県
に
及
ん
で

い
る
。
規
定
内
容
も
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
似
た
様
な
も
の
で
、
官
本
の
貸
与
手

続
・
貸
与
冊
数
・
貸
与
期
間
、
私
本
購
入
手
続
等
各
般
に
わ
た
り
、
そ
の

細
目
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
徳
島
県
『
看
読
書
籍
取
扱
規
程
』
で
は
、
官
・

私
本
と
も
そ
の
閲
読
は
担
当
看
守
に
申
請
、
当
該
看
守
は
『
書
籍
下
付
請

求
簿
』
に
氏
名
、
刑
名
、
刑
期
、
番
号
、
書
名
、
－
冊
数
等
を
記
入
の
う
え

教
講
師
に
送
付
、
教
講
師
は
そ
の
適
否
に
つ
い
て
調
査
の
う
え
閲
読
適
当

と
認
め
る
と
き
は
『
書
籍
交
付
簿
』
に
記
載
の
う
え
、
再
び
担
当
看
守
を

経
由
し
て
囚
人
に
書
籍
を
交
付
し
た
。
監
房
へ
の
一
回
の
下
付
冊
数
は
、

字
書
を
除
い
て
二
冊
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
購
入
申
込
は
、
書
名
・

冊
数
・
概
価
・
購
求
費
の
区
別
等
を
記
載
し
た
『
書
籍
購
出
願
』
が
同
様

に
担
当
看
守
を
通
し
て
芋
餌
獅
へ
送
付
さ
れ
、
教
講
師
鳳
毎
月
曜
日
昼
食

後
の
休
憩
時
に
当
該
囚
人
を
呼
び
出
し
、
そ
の
身
分
、
性
行
、
教
育
等
個

、
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人
的
諸
般
の
関
係
を
審
査
愚
案
の
う
え
そ
の
必
要
の
有
無
を
快
し
、

手
続
を
な
さ
し
め
る
こ
乏
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庵

購
入

官
本
，
明
治
二
十
年
代
に
入
っ
て
も
府
県
監
獄
費
は
依
然
地
方
税
支
弁
で

あ
っ
た
。
各
監
獄
に
お
け
る
官
本
備
付
け
の
実
際
は
未
だ
極
め
て
不
十
分

な
も
の
で
、
閲
読
書
籍
中
私
本
の
比
重
は
な
お
相
当
部
分
を
占
め
る
状
態

で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
六
年
当
時
、
高
松
監
獄
で
は
官
本
備
付
け
冊
数
は

極
め
℃
少
な
く
、
休
三
日
等
に
は
翌
翌
に
苦
し
む
囚
人
が
多
か
っ
た
と
い

う
（
1
7
）
。
し
か
し
、
各
府
県
に
お
け
る
監
獄
経
費
の
充
実
を
背
景
と
し
て
次

第
に
官
本
主
義
の
方
針
が
指
向
さ
れ
て
来
る
よ
う
に
な
る
。
．
書
籍
閲
読
が

囚
人
の
感
化
教
育
上
、
有
益
・
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
書
籍
は

監
獄
に
お
い
て
購
入
・
貸
与
す
べ
き
が
妥
当
と
の
考
え
方
が
一
般
的
と
な

っ
て
き
た
ご
と
、
釈
放
後
の
更
生
資
金
確
保
の
た
め
の
給
与
工
銭
に
よ
る

書
籍
購
入
の
制
限
、
監
署
に
お
け
る
差
入
・
購
入
事
務
の
負
担
軽
減
等
が

そ
の
主
な
理
由
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
前
記
新
潟
県
『
囚
人
懲
治
人
看
読
書

籍
規
程
』
で
は
、
監
獄
備
醤
書
籍
と
し
て
修
身
書
四
十
六
書
目
、
宗
教
書

二
十
三
回
目
、
教
育
書
四
十
九
回
目
、
営
業
書
二
十
四
書
目
が
指
定
さ
れ

る
と
と
も
に
情
願
に
よ
り
貸
与
す
る
．
こ
と
と
さ
れ
、
購
入
・
差
入
れ
に
つ

い
て
は
、
禁
止
さ
れ
な
い
ま
で
智
、
極
め
て
制
限
的
な
取
扱
い
が
定
め
ち

れ
て
い
る
。
青
森
監
獄
に
お
い
て
は
書
籍
の
購
入
は
許
ざ
れ
ず
、
必
要
あ

れ
ば
官
費
に
て
購
入
の
う
え
貸
与
し
た
と
い
．
う
（
1
8
）
。
、

　
と
こ
ろ
で
、
小
河
は
官
本
主
義
を
さ
与
に
押
し
進
め
、
官
有
書
籍
蔵
置

⑳
た
め
の
「
書
籍
室
」
と
「
閲
覧
室
」
と
を
設
置
す
べ
き
と
し
、
「
書
籍
室

ヲ
設
ケ
書
籍
購
求
二
要
ス
ル
費
用
ハ
限
リ
ナ
キ
差
入
書
籍
ノ
検
閲
等
二
要

ス
ル
費
用
ノ
積
重
ス
ル
モ
ノ
ニ
比
シ
、
結
局
、
得
ル
所
多
ク
シ
テ
失
ス
ル

所
少
ナ
カ
ル
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
、
対
費
用
効
果
の
面
で
も
そ
の
効
益
の
少
恋

か
ら
ざ
る
点
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
弘
め
の
経
費
調
達
は
、
」
れ
を

在
監
人
の
給
与
工
銭
に
対
す
る
利
子
附
与
に
求
め
る
こ
と
を
提
案
し
て
い

る
（
1
9
）
。

　
漸
《
支
配
的
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
官
本
主
義
は
、
、
先
の
新
潟
、
’
青
森
の

如
く
・
各
府
県
に
お
い
て
そ
の
方
針
の
具
体
化
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、

監
獄
則
レ
ベ
ル
で
は
Y
明
治
二
十
七
年
の
監
獄
則
改
正
案
に
お
い
て
官
本

貸
与
主
義
が
極
め
て
明
確
な
形
で
具
体
化
し
た
（
2
0
u
）
。
小
河
溌
案
の
給
与
’

工
銭
利
子
に
よ
る
書
籍
購
入
に
つ
い
て
も
、
h
改
正
理
由
説
明
」
の
中
で
そ

．
の
導
入
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
同
改
正
案
で
は
、
改
正
を
要
す
る
主
な
項

目
と
し
て
、
「
在
監
人
書
籍
ヲ
看
ン
ト
請
フ
ト
キ
ハ
監
獄
署
備
付
ノ
書
籍
ノ

内
二
就
デ
之
ヲ
許
ス
コ
ト
ニ
改
ム
ル
事
」
が
要
点
と
さ
れ
、
官
本
貸
与
、
王

義
が
明
示
さ
れ
た
。
書
籍
閲
読
の
許
可
基
準
を
定
め
た
明
治
二
十
二
年
監

獄
則
第
三
十
二
条
に
対
応
す
る
改
正
案
文
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
三
十
五
条

　
囚
人
及
刑
事
被
告
人
現
行
ノ
法
律
命
令
書
ヲ
看
ン
ト
請
ア
ト
キ
ハ
之
ヲ

　
許
ス
コ
ト
ヲ
得

　
匹
人
及
刑
事
被
告
人
書
籍
ヲ
看
ン
ト
請
フ
ト
キ
野
江
署
備
付
ノ
書
籍
二

　
限
り
之
ヲ
許
ス
コ
ト
ヲ
得

　
刑
事
被
告
人
二
言
ル
ト
キ
ハ
予
審
判
事
又
ハ
検
事
ノ
検
閲
ヲ
経
ヘ
シ

　
新
聞
紙
及
時
事
ノ
論
説
ヲ
記
ス
ル
モ
ノ
ハ
総
テ
之
レ
が
看
読
ヲ
許
可
ス

　
、
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
と
こ
ろ
で
、
明
治
三
十
一
年
に
開
催
さ
れ
た
典
獄
諮
問
会
で
は
、
諮
問

事
項
の
第
十
九
項
回
し
て
、
「
在
監
三
野
冗
用
ノ
書
籍
円
成
ル
ヘ
ク
官
署
二

＿五一



於
テ
之
ヲ
備
へ
置
キ
在
監
人
ヲ
シ
テ
普
ク
其
自
修
ノ
道
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ノ

必
要
ヲ
認
ム
之
ヲ
実
施
ス
ル
ニ
就
テ
ノ
考
案
如
何
」
が
討
議
に
附
さ
れ
て

い
る
（
2
1
）
。
同
諮
問
会
で
は
、
各
庁
府
県
に
お
け
る
書
籍
購
入
費
捻
出
の
苦

慮
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
北
海
道
集
治
監
曲
ハ
獄
か
ら
書
籍
購
入

費
調
達
の
一
方
策
が
建
議
さ
れ
て
い
る
。
一
在
監
人
の
給
与
工
銭
に
利
子
を

附
し
そ
れ
を
も
っ
て
書
籍
購
入
費
に
充
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

先
の
小
河
の
方
案
と
正
に
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
監

獄
則
第
八
条
に
、
「
但
領
置
シ
タ
ル
通
貨
ハ
有
利
ト
シ
テ
預
金
局
二
寄
託
シ

其
利
子
ハ
政
府
ノ
所
得
ト
ス
」
を
加
え
、
同
じ
く
第
二
十
三
条
に
、
「
但
領

置
シ
タ
ル
工
銭
ハ
有
利
ト
シ
テ
預
金
豆
田
寄
託
シ
其
利
子
ハ
政
府
ノ
所
得

ト
ス
」
を
加
え
、
さ
ら
に
、
次
の
『
在
監
人
回
読
書
籍
費
及
慈
恵
収
支
規

程
』
を
制
定
す
べ
き
と
す
る
。

　
在
監
人
看
読
書
籍
費
及
慈
恵
収
支
規
程

第
一
条
　
在
監
人
領
置
金
利
子
ハ
在
監
人
看
読
用
書
籍
ノ
購
買
及
監
獄

慈
恵
ノ
用
二
充
ツ

第
二
条
　
在
監
人
領
置
金
利
子
ハ
前
々
年
度
以
前
三
箇
年
度
末
二
於
ケ

ル
領
置
金
平
均
額
二
通
常
預
金
ノ
利
率
ヲ
乗
シ
タ
ル
額
ヲ
以
テ
歳
入
歳

，
出
ノ
予
算
二
編
入
ス
ヘ
シ
，

第
三
条
　
其
年
度
二
道
テ
剰
余
ト
ナ
サ
タ
ル
金
額
ハ
前
項
ノ
利
子
ト
合

算
シ
逓
次
之
ヲ
次
年
度
ノ
歳
入
歳
出
予
算
二
編
入
ス
ヘ
シ

第
四
条
　
本
規
程
二
抵
レ
ハ
歳
出
金
手
他
ノ
費
目
ト
彼
此
流
用
ス
ル
ヲ

得
ス

附
則
醐

当
時
、
各
監
獄
の
書
籍
購
入
は
囚
徒
費
、
庁
費
あ
る
い
は
備
品
費
か
ら

ど
そ
の
支
出
区
分
は
区
々
で
あ
り
、
金
額
も
ま
た
極
め
て
低
額
な
も
の
で
，

あ
っ
た
。
北
海
道
集
治
監
の
こ
の
案
に
よ
れ
ば
、
当
時
北
海
道
集
治
監
は

本
・
分
取
合
わ
せ
て
囚
人
の
工
銭
傾
置
金
が
合
計
八
万
円
位
で
あ
っ
た
か

ら
、
利
率
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
て
年
間
約
四
千
円
の
利
息
が
生
じ
る
計
算

で
あ
り
、
実
に
壮
大
な
書
籍
館
の
建
設
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
提
案
に

対
し
て
は
、
こ
の
案
の
そ
も
そ
も
の
発
案
者
で
あ
る
監
獄
課
長
小
河
滋
次

・
郎
か
ら
前
向
き
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

北
海
道
集
治
監
案
が
そ
の
後
内
務
省
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
た

の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
北
海
道
集
治
監
が
官
本
整
備
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
の
に
は
、

理
由
が
あ
る
。

　
当
時
北
海
道
集
治
監
は
、
樺
戸
集
治
監
を
本
望
と
し
て
、
空
知
、
釧
路
、

網
走
、
十
勝
の
四
分
監
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
在
監
者
の
ほ
と
ん
ど
が
他

府
県
出
身
者
で
、
北
海
道
在
籍
の
者
は
極
め
て
僅
か
と
い
う
状
況
で
あ
り
、

加
え
て
、
樺
戸
、
空
知
は
と
も
か
く
、
他
の
三
分
監
は
極
め
て
交
通
不
便

の
地
に
位
置
し
た
た
め
、
接
見
人
の
来
訪
は
絶
無
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
。

樺
戸
本
町
で
は
、
明
治
二
十
八
年
中
、
在
監
者
数
一
、
五
σ
一
、
名
の
う
ち

接
見
し
た
者
僅
か
十
一
名
、
接
見
せ
ざ
る
三
一
、
四
九
〇
名
、
差
入
れ
を

受
け
た
者
（
接
見
人
員
と
の
関
係
か
ら
当
然
大
部
分
が
郵
送
）
六
一
九
名
、

差
入
れ
な
き
者
入
入
二
名
で
あ
っ
た
。
な
お
書
籍
購
入
に
つ
い
て
は
、
当

時
そ
の
多
く
は
東
京
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
状
態
で
あ
り
、
購
入
に
要
す

る
期
間
も
、
半
年
か
ら
長
い
も
の
で
は
一
年
も
か
か
る
例
も
あ
り
、
ま
た

途
中
交
通
，
不
便
の
た
め
小
包
が
川
に
落
ち
、
折
角
の
購
入
書
籍
が
徽
だ
ら

け
に
な
っ
て
送
ら
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
（
1
8
）
。
北
海
道
集
治

監
の
官
本
整
備
に
対
す
る
積
極
姿
勢
に
は
、
当
時
の
以
上
の
様
な
状
況
が
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背
景
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
い
わ
ば
人
道
上
か
ら
す
る
配

慮
と
も
い
う
べ
き
前
記
建
策
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

私
等
　
明
治
二
十
二
年
監
獄
則
は
書
籍
差
入
れ
に
つ
き
、
刑
事
被
告
人
に

係
る
も
の
に
つ
い
て
は
第
三
十
八
条
を
、
囚
人
及
び
懲
治
人
に
係
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

に
つ
，
い
て
は
第
三
十
九
条
を
各
々
規
定
し
た
。
書
籍
購
入
に
つ
い
て
は
、

根
拠
規
定
ど
し
て
第
二
十
五
条
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
十
五
条
．
囚
人
及
懲
治
人
監
署
二
蛍
置
ノ
貨
物
ヲ
以
テ
其
父
母
妻

　
子
ノ
扶
助
及
正
当
ノ
費
用
に
充
ン
王
請
フ
ト
キ
ハ
「
曲
目
獄
其
事
情
ヲ
取
糺

　
シ
テ
之
ヲ
許
可
ス
ヘ
シ

　
刑
事
被
告
人
二
係
ル
ト
キ
ハ
当
該
裁
判
官
ノ
允
許
ヲ
経
ヘ
シ

　
第
三
十
八
条
　
刑
事
被
告
人
二
影
回
属
故
旧
ヨ
リ
書
類
書
籍
用
紙
臥
具

　
其
他
必
要
ノ
物
品
又
ハ
飲
食
物
ヲ
贈
ラ
ン
ト
請
フ
ト
キ
ハ
之
ヲ
許
ス
但
．

　
書
類
書
籍
ハ
当
該
裁
判
官
ノ
検
閲
ヲ
受
ク
ヘ
シ
其
密
室
監
禁
者
二
係
ル

　
ト
キ
ハ
他
物
二
於
テ
モ
亦
同
シ
，

　
新
聞
紙
及
時
事
ノ
論
説
ヲ
記
ス
ル
モ
ノ
ハ
前
項
ノ
例
ニ
ア
ラ
ス

　
第
三
十
九
条
　
囚
人
及
懲
治
人
ニ
ハ
現
行
ノ
法
律
命
令
書
並
二
書
籍
用

　
紙
印
紙
郵
便
切
手
貨
幣
及
内
務
大
臣
二
於
テ
許
可
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

　
λ
外
差
入
ヲ
許
サ
澱
但
書
籍
ハ
第
三
十
二
条
二
記
載
シ
タ
ル
制
限
二
従

　
フ

　
明
治
五
年
の
監
獄
則
制
定
以
来
、
わ
が
国
監
獄
の
書
籍
取
扱
方
針
は
、

官
本
整
備
の
実
情
は
さ
て
お
き
、
常
に
一
貫
し
て
官
本
主
義
を
指
向
し
た

．
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
れ
は
基
本
的
に
は
今
日
に
お
い

て
も
変
わ
ら
な
い
。
王
寺
閲
読
は
、
必
然
的
に
、
官
本
整
備
の
不
備
を
補

じう
補
完
的
な
機
能
と
し
て
と
ら
之
ら
れ
る
。
し
か
る
に
そ
の
実
態
は
ど
う
、

で
あ
り
た
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
さ
て
、
明
治
二
十
年
代
に
入
る
と
と
も
に
、
府
県
監
獄
費
の
充
実
を
湘
目

景
と
し
て
官
本
主
義
は
再
び
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
す
。
そ
れ
と
と
も
に
私
本

の
購
入
・
差
入
れ
に
次
第
に
制
限
を
受
け
て
い
《
こ
と
に
な
る
。

　
ま
ず
購
入
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　
明
治
十
四
年
監
獄
則
は
領
置
工
銭
に
よ
る
書
籍
購
入
を
認
め
、
明
文
の

規
定
を
も
っ
て
こ
れ
を
定
め
た
が
、
明
治
二
十
二
年
監
獄
則
で
は
、
領
置

工
銭
の
使
用
は
書
籍
購
入
に
限
ら
ず
広
く
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

当
時
囚
人
の
領
置
工
銭
の
濫
用
億
甚
し
↑
、
放
免
時
、
帰
郷
旅
費
・
旅
装

等
の
費
用
に
も
事
欠
く
有
様
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
様
な
事
情
が
憂
慮

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
給
与
工
銭
の
み
を
ら
ず
、
携
有
金
、
差
入
金
等

に
つ
い
て
も
、
そ
の
在
監
中
に
お
け
る
使
用
は
厳
重
に
制
限
さ
れ
る
こ
と

，
に
な
っ
た
の
で
あ
．
る
。

　
書
籍
購
入
は
第
二
十
五
条
の
い
わ
ゆ
る
「
正
当
ノ
費
用
」
に
あ
た
る
も

の
回
し
て
許
容
さ
れ
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
許
否
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、

こ
こ
で
も
ま
た
種
々
の
個
人
的
諸
般
の
事
情
が
稽
案
さ
れ
る
と
と
も
に
、

給
与
工
銭
に
か
か
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
領
置
金
現
在
高
が
極

め
て
重
要
な
一
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
前
記
徳
島
県
．
『
豊
満
書
籍

取
扱
規
程
』
で
は
、
帰
郷
旅
費
及
び
時
衣
購
求
費
と
し
て
概
ね
一
円
を
差

し
引
き
、
な
お
か
つ
書
籍
購
入
額
に
見
合
デ
領
置
金
が
あ
る
場
合
に
の
み

書
籍
購
入
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
栃
木
県
監
獄
署
『
在
監
人
物
品
購
求

取
扱
手
続
』
（
明
治
二
十
八
年
十
二
月
制
定
）
で
は
、
書
籍
購
入
が
給
与
工

銭
に
か
か
る
場
合
の
み
、
そ
の
支
出
限
度
額
は
現
在
高
の
十
分
の
一
以
内

と
さ
れ
て
い
る
（
2
3
）
。
北
海
道
集
治
監
の
明
治
二
十
八
年
吻
監
内
通
達
で
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

、各庁府県瞬における三三入購入）1犬況

明治27年 明治29年 明治32年
睡皿

磨@署

i本・支署を含む）
差入件数 購入件数 1日平均

菶e者数
差入件数 購入件数

1日平均

菶e工数
差入件数 購入件数

1日平均

菶e一覧

刑事被告入 2，121冊

北海道集治監
囚　　　人 3三門 　円Q，672，934

人
6
，
9
4
9

’冊
A1，094

　円P，652，034

人
3
，
4
1
2

刑事被告人
‘248件・ 126人 231 155

，

青森県監獄署
囚　　　人 14 301 140　． 349

刑事被告人 25 96件 289 373件 58件 ．233

茨城県監獄署
囚　、　人 ．25 531 ：，367 40 1，139

ユβを6．，

刑事被告人 56．
・1‘

?P ㌘．句ll』
石川県監獄署

囚　　　人 34、 コ0うエ、∫
ゴ…�噤E

岐阜県監獄署
刑事被告人 260 185 190 ・148 し　207「 冠 壁：∵・1・79⊥

・囚　　　人 1107
1，122 64 4・040’ ’．156’ 1「 轣x縮、ユρ糾．

静岡県監儲
刑事被告人 263 232

囚　　　人 102 1，311，
厄F　　「

刑事被告人 206

香川県監獄署
囚　　　人～

｝期 ト釦』

1，287
唇

刑事二三人 57 243 108 158

愛媛県監獄署 ・囚　　　人

56

｝即
1，308 9

神
　一P1143

刑事被告人 284 481 154 234 135 197

福岡県監獄署
囚　　、入 182 1，804 160 1，660 ．390 ユ；456

刑事被告人

三池集治監
囚．　　人・ 層28 1，779 42 4・908

刑事被告入 131 ’122 43　’ 113』

佐賀県監獄署
囚　・　人 32 568 ユ0 538

刑事被告人 304 ・156 、228 111

熊本県監獄署
囚　　　人 239

1
，
2
7
0
「
　
　
，

166 887

刑事被告人 r109 163 160 146 149 175

‘大分県監獄署

囚　　　人 工99 911 ．88　．
8
5
9
「

・95 690

刑事被告人
1
8
．

106 62 　102 40 62

宮崎県監獄署
囚　　　入 r13 484 13 585 57 425

刑事被告入 33 16

沖縄県監獄署
囚　　入 71 254
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は
、
そ
の
限
度
額
は
十
分
目
二
と
な
っ
て
い
る
（
2
4
）
。

　
と
こ
ろ
で
明
治
二
十
四
年
八
片
開
催
の
一
事
臨
議
会
で
は
、
さ
ら
に
、

「
給
与
工
銭
ヲ
以
テ
ス
ル
書
籍
ノ
購
求
ヲ
許
サ
サ
ル
コ
ト
ヲ
其
筋
へ
建
議
」

の
件
が
新
潟
県
よ
り
提
出
ざ
れ
、
可
決
の
う
え
、
噛
内
務
省
へ
の
建
議
が
な

さ
れ
て
い
る
（
2
5
）
。
全
面
禁
止
の
結
果
は
み
て
い
な
い
が
、
し
か
し
別
表

『
各
庁
府
県
監
獄
に
お
け
る
書
籍
差
入
・
購
入
状
況
』
の
示
す
と
お
り
一

明
治
二
十
七
～
三
十
二
年
当
時
、
書
籍
購
入
件
数
を
示
す
統
計
の
極
め
て
，

少
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
後
書
籍
購
入
を
禁
止
す
る
に
至

っ
た
府
県
も
、
実
際
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
差
入
れ
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

　
前
表
は
明
治
二
十
七
、
二
十
九
、
三
十
二
各
年
の
各
府
県
監
獄
に
お
け

る
書
籍
差
入
・
購
入
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
2
6
）
。
購
入
に
つ
い
て
は

既
に
述
べ
た
が
、
差
入
れ
に
つ
い
て
庵
、
刑
事
被
告
人
は
と
も
か
く
囚
人

に
つ
い
て
は
、
在
監
者
数
に
比
し
そ
の
数
は
極
め
て
少
な
い
と
い
っ
て
よ

い
・
明
治
二
＋
二
年
目
獣
則
は
、
特
に
刑
事
被
告
人
に
つ
い
て
、
そ
の
身

柄
確
保
と
罪
証
厘
滅
防
止
の
観
点
か
ら
外
部
と
の
物
品
の
授
受
に
属
す
る

書
籍
の
差
入
れ
に
つ
い
て
弦
厳
重
な
塩
視
と
制
限
を
附
し
た
。
書
籍
の
差

入
れ
に
つ
い
て
担
当
裁
判
官
の
承
認
を
要
す
る
と
し
た
の
も
そ
の
た
め
で

あ
る
。
し
か
し
、
厳
重
な
制
限
を
受
け
つ
つ
も
、
も
と
刑
事
被
告
人
は
無

罪
と
し
て
推
定
回
れ
た
者
で
あ
る
。
家
族
と
の
絆
も
未
だ
失
わ
れ
て
は
い

な
匹
。
囚
人
に
比
し
差
入
件
数
の
割
合
が
商
い
の
は
そ
の
様
な
事
情
に
も

よ
る
と
思
わ
れ
る
。

、
新
聞
　
明
治
二
十
二
年
監
獄
則
に
お
、
い
て
も
、
新
聞
紙
閲
読
は
諏
黙
全
面

禁
止
で
あ
っ
た
。
小
河
滋
次
郎
は
禁
止
の
理
由
を
、
「
三
種
ノ
書
類
（
注
．

新
聞
及
び
時
事
の
論
説
記
事
を
指
す
）
ハ
蕾
二
感
化
二
三
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ー
フ

ズ
・
社
会
ト
隔
離
ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス
ル
所
ノ
行
刑
ノ
原
理
二
曲
リ
且
ツ
刑

事
被
告
人
二
対
シ
テ
ハ
殊
二
紀
律
ヲ
素
リ
隠
害
ヲ
醸
ス
ノ
懸
念
少
カ
ラ
サ

・
ル
ヲ
以
テ
ナ
り
」
と
述
べ
、
「
其
利
害
ノ
如
キ
ハ
最
モ
研
究
ヲ
要
ス
ル
ー
問

題
ト
云
フ
ヘ
シ
」
と
し
て
い
る
（
2
7
）
。
新
聞
紙
閲
読
禁
止
の
根
拠
を
、
感
化
・

教
育
上
の
見
地
か
ら
だ
廿
で
な
く
、
社
会
か
ら
の
隔
離
と
厳
正
恋
紀
律
保

持
に
求
め
た
の
が
小
河
で
あ
り
へ
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
ド
イ
ツ
監
獄

・
学
の
影
響
老
強
く
受
け
だ
明
治
二
十
二
年
監
獄
則
の
主
旨
と
す
る
と
こ
ろ

　
の
も
の
で
あ
っ
た
。
小
原
重
哉
の
新
聞
紙
閑
読
禁
止
理
由
と
対
比
し
て
み

　
る
と
・
そ
こ
に
は
紀
律
主
義
が
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
　
と
こ
ろ
で
♪
当
時
新
聞
界
の
状
況
は
へ
．
い
わ
ゆ
る
政
論
新
聞
が
衰
徴
に

向
い
、
か
わ
っ
て
不
偏
不
党
を
主
義
と
す
る
新
聞
が
登
場
し
て
来
る
っ
朋

　
治
三
十
年
三
月
に
は
新
聞
紙
条
例
が
改
正
さ
れ
、
発
行
禁
止
。
停
止
条
項

　
の
削
除
が
行
わ
れ
て
い
る
。
社
会
も
漸
く
安
定
化
の
方
向
へ
向
い
つ
つ
あ

　
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
二
十
七
年
の
監
獄
則
改
正
案
で
は
未
だ

　
閲
読
禁
止
は
解
か
れ
ず
、
同
第
三
十
五
条
第
四
項
は
、
「
新
聞
紙
及
時
事
ノ

　
論
説
ヲ
記
ス
ル
モ
ノ
ハ
総
テ
之
レ
カ
看
読
ヲ
許
可
ズ
，
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
．
と

規
定
し
て
い
み
。
新
聞
紙
閲
読
禁
止
の
解
禁
は
、
な
お
明
治
三
＋
二
年
遅

・
正
を
待
だ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

3色年↓圧
平
松
義
郎
「
近
代
的
自
由
刑
の
展
開
」
（
『
行
刑
の
現
代
的
視
点
』

一
九
ペ
ー
ジ

東
京
警
視
監
獄
署
『
学
務
三
三
』
第
二
版
（
明
治
十
二
年
）

内
閣
記
録
局
編
輯
『
法
規
分
類
大
全
』
第
一
編
治
罪
門
三
　
監
獄

昭
和
五
十
六

一
六
一
ペ
ー
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ジ（

4
）
」
治
罪
法

　
第
一
四
二
条
、
監
倉
二
「
ハ
刑
法
治
罪
法
ヲ
備
置
キ
被
告
人
ノ
請
求
二
従
ヒ
之
ヲ
貸
与

　
ス
可
シ

9　8　7　6　5
v　w　s．V　V　W

　
務
協
会
y

（
1
0
）

　
三
等
を
編
即
し
た
も
の
。
）

（
1
1
）
　
明
治
二
十
二
年
監
獄
則
第
三
十
一
条

　
囚
人
十
六
歳
未
満
ノ
三
三
懲
治
人
ニ
ハ
毎
日
四
時
以
内
読
書
習
字
算
術
ヲ
教
フ
ヘ
シ

（
1
2
）
　
前
掲
『
日
本
監
獄
法
講
義
』
　
＝
二
九
ペ
ー
ジ
．

（
1
3
）
同
・
一
四
二
ペ
ー
ジ

（
1
4
）
　
真
宗
本
願
寺
派
本
願
寺
・
同
大
谷
派
本
願
寺
『
日
本
監
獄
古
品
史
』
上
（
昭
和
二

」
年
）
七
六
三
ぺ
γ
ジ

24　23　22．21　20　19　18　17　16　15

　　　　　　v　v　v　v　v　v　v　v

小
河
滋
次
郎
『
日
本
監
獄
法
講
義
』
（
明
治
二
十
三
年
V
＝
三
一
ペ
ー
ジ
　
・

同
・
＝
二
五
ペ
ー
ジ

．
同
隔
＝
二
八
ペ
ー
ジ

『
大
泊
本
監
獄
協
会
雑
誌
』
第
七
十
七
号
（
明
治
二
十
七
年
十
月
）
．
三
八
ペ
ー
ジ

『
刑
務
所
長
会
同
席
上
に
於
け
る
訓
示
・
演
述
・
注
意
事
項
集
』
（
昭
和
八
年
、
刑

　
　
一
五
ペ
ー
ジ

栃
木
県
監
獄
署
『
獄
務
諮
問
事
項
』
（
典
獄
会
議
の
議
事
資
料
、
内
務
省
か
ら
の
通

新
潟
県
監
獄
署
噛
新
潟
県
監
獄
法
規
全
』
（
明
治
二
十
五
年
）
六
三
七
ペ
ー
ジ

徳
島
県
監
獄
署
『
徳
島
県
監
獄
法
規
』
（
明
治
二
十
八
年
）
四
四
七
ペ
ー
ジ

前
掲
『
日
本
監
獄
教
講
史
』
下
・
一
四
八
九
ペ
ー
ジ

同
．
・
下
・
一
一
二
四
ぺ
r
ジ

前
掲
『
日
本
監
獄
法
講
義
』
一
四
一
ペ
ー
ジ
r

前
掲
『
獄
務
諮
問
事
項
』

内
務
省
監
獄
局
『
明
治
三
十
一
年
典
獄
諮
問
会
速
記
録
』

北
海
道
集
治
監
『
北
海
道
集
治
監
第
五
回
年
報
』
（
明
治
二
十
九
年
）
五
九
ペ
ー
ジ

栃
木
県
監
獄
署
『
栃
木
県
署
務
提
要
』
（
明
治
一
、
一
十
八
年
）
．
一
六
二
ペ
ー
ジ

北
海
道
集
治
監
・
『
北
海
道
集
治
監
報
』
（
明
治
二
十
八
年
四
月
目
七
ぺ
」
ジ

．
（
2
5
了
栃
木
県
監
獄
署
『
典
獄
会
議
書
類
編
冊
』
〈
明
治
二
十
四
年
ヨ
リ
同
二
十
八
年
二
至

　
ル
〉
（
前
掲
『
三
三
諮
問
事
項
』
同
様
、
典
獄
会
議
の
議
事
資
料
等
を
編
回
し
た
あ
の
。
）

（
2
6
）
図
表
は
、
各
庁
府
県
の
「
『
監
獄
統
計
表
』
を
も
と
に
ま
と
め
た
。
書
籍
差
入
・
購

　
入
状
況
を
示
す
統
計
は
各
庁
府
県
必
ず
・
し
も
一
様
で
は
な
く
、
統
計
を
有
す
る
府
県
も

．
．
　
む
し
ろ
半
数
に
も
満
た
な
い
。
本
土
に
お
い
て
明
治
二
十
七
年
一
三
十
二
年
を
と
り
上

　
げ
た
の
は
、
こ
の
期
間
が
比
較
的
統
計
が
整
っ
て
い
る
こ
と
、
に
も
よ
る
。

（
2
7
）
前
掲
『
日
．
本
監
獄
法
講
義
』
一
四
三
ペ
ー
ジ

、
五
、
明
治
三
十
二
・
年
三
獄
則

　
明
治
一
．
一
十
七
年
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
が
成
功
、
改
正
条
約
は
明
治
三
十

二
年
七
月
一
日
お
よ
び
八
月
四
日
を
期
し
．
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ

・
允
。
、
来
た
る
べ
き
外
国
人
収
容
に
備
え
関
係
規
定
の
整
備
が
は
か
ら
れ
る

と
と
も
に
、
監
獄
・
則
は
一
、
二
度
目
の
改
正
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
（
勅
令
第

三
四
四
号
）
。
監
獄
則
施
行
細
則
も
全
面
的
に
改
正
さ
れ
だ
（
内
務
省
令
第

三
三
号
）
。
　
．
　
、
　
－

　
明
治
三
十
二
年
改
正
後
、
獄
制
の
改
革
は
急
速
に
進
展
す
る
。
．
明
治
三

十
三
年
一
月
、
多
年
に
わ
た
る
悲
願
で
あ
っ
た
監
獄
費
国
庫
支
弁
案
が
第

十
四
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
可
決
、
府
県
監
獄
費
は
同
年
十
月
一
日
よ
り

国
庫
に
お
い
て
支
弁
さ
れ
る
．
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
、
明
治
六
年
以
来
内

務
省
の
所
管
で
あ
っ
た
監
獄
事
務
は
、
明
治
三
十
三
年
七
月
一
日
、
司
法

省
へ
の
移
管
と
な
っ
た
コ
検
察
・
裁
判
・
行
刑
の
一
元
化
と
内
務
省
・
司

法
省
間
の
行
政
事
務
分
配
の
権
衡
上
の
問
題
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
、
、
明
治
三
十
六
年
三
月
に
は
監
獄
官
制
（
勅
令
第
三
五
号
）
が
発
せ

ら
、
れ
㍉
府
県
監
獄
は
以
後
す
べ
て
司
法
省
直
轄
と
な
っ
た
。
各
府
県
監
獄

「δ一



は
そ
れ
ま
で
司
法
大
臣
（
内
務
大
臣
）
と
各
府
県
知
事
と
の
二
重
監
督
を

受
け
て
き
た
が
、
い
ま
そ
の
府
県
知
事
に
よ
る
中
間
監
督
は
廃
さ
れ
、
司

法
省
直
轄
の
も
と
全
国
の
獄
制
は
統
一
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
－
）
。

図
書
閲
読
の
許
可
基
準
．
明
治
三
十
二
年
改
正
は
主
要
規
定
の
み
の
部
分

的
な
も
の
で
あ
り
、
ゴ
図
書
閲
読
関
係
で
は
、
第
三
十
二
条
第
二
項
が
以
下

の
様
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
、
な
ら
び
に
同
条
第
四
項
の
新
聞
紙
閲
読
禁
止

条
項
が
削
除
さ
れ
だ
こ
と
の
二
点
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
図
書
閲
読
許
可

範
囲
の
飛
躍
的
な
拡
大
を
は
か
っ
だ
改
正
の
意
義
は
極
め
て
大
ぎ
い
。

　
明
治
三
十
二
年
監
獄
則
第
三
十
二
条
第
二
項

　
囚
人
及
懲
治
人
中
書
籍
ノ
看
読
ヲ
請
フ
者
ア
ル
ト
キ
ハ
感
化
二
丁
紀
律

　
二
妨
ケ
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ
日
限
リ
之
ヲ
許
ス

　
明
治
三
十
二
年
改
正
に
お
い
て
は
馬
ま
ず
、
明
治
三
十
二
年
監
獄
則
第

三
十
二
条
第
二
項
中
、
「
修
身
、
b
不
教
、
教
育
、
営
藁
」
の
各
書
籍
項
目
が

取
り
払
わ
れ
、
－
閲
読
許
可
範
囲
の
拡
大
が
は
か
ら
れ
た
ゆ
従
前
の
修
身
、

宗
教
三
等
の
い
わ
ゆ
る
教
育
的
書
籍
の
類
だ
け
で
な
く
、
感
化
若
く
は
紀

律
に
妨
げ
な
し
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
従
来
と
か
く
そ
の
取
扱

い
が
断
題
と
さ
れ
て
き
た
稗
史
小
説
等
に
つ
い
て
も
閲
読
が
可
能
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
も
ら
・
と
も
明
治
二
十
年
代
末
頃
よ
り
、
各
府
県
の
書
籍
取

扱
い
の
実
際
に
お
い
て
は
、
閲
読
許
可
範
囲
は
漸
次
緩
和
の
傾
向
に
は
あ

っ
た
。
改
正
の
前
年
、
明
治
三
十
一
年
に
開
催
さ
れ
た
曲
ハ
獄
諮
問
会
で
は
「
、

≒
稗
史
小
説
紀
行
等
ニ
シ
テ
感
化
上
有
益
ト
認
．
ム
ル
モ
ノ
ハ
之
力
学
読
ヲ

在
監
七
二
許
可
ス
ル
ノ
可
否
如
何
」
に
つ
い
て
諮
問
が
な
さ
れ
て
い
る
が

（
2
）
、
各
府
県
に
お
け
る
当
該
書
籍
取
扱
い
の
方
針
隠
、
既
に
、
そ
こ
で
明

確
に
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
十
二
条
改
正
が
同
諮
問
結
果
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
言
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、

明
治
三
十
六
年
の
典
獄
会
議
に
お
い
て
は
，
閲
読
書
籍
の
許
可
範
囲
の
拡

大
と
官
本
の
整
備
・
充
実
に
つ
き
左
の
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
囚
人
書
籍
意
業
ノ
範
囲
ハ
各
監
獄
ニ
ョ
リ
広
狭
其
度
ヲ
異
ニ
ス
伝
記

　
随
筆
等
事
ノ
害
ナ
ク
シ
テ
多
少
慰
楽
ノ
具
二
曹
ス
ヘ
キ
者
ハ
絶
対
二
之

　
ヲ
禁
止
ス
ル
ア
リ
遠
望
之
ヲ
許
可
ス
ル
ア
リ
今
其
一
律
ヲ
期
セ
ン
ト
欲

　
セ
ハ
書
目
ヲ
一
定
ス
ル
ニ
如
カ
ス
ト
錐
モ
要
ス
ル
ニ
看
読
書
籍
ノ
範
囲

　
ハ
教
育
上
及
規
律
上
差
支
ナ
キ
モ
ノ
ハ
囚
人
ノ
個
人
的
関
係
ヲ
省
ミ
可

　
或
之
ヲ
許
容
ス
ル
ノ
方
針
ヲ
採
り
殊
二
実
業
教
育
二
関
ス
ル
書
籍
ノ
如

　
キ
ハ
石
窯
鹿
笛
ヲ
奨
励
シ
以
テ
官
立
ノ
念
ヲ
厚
カ
ラ
シ
メ
其
ノ
歴
史
地

　
理
算
術
等
普
通
修
学
用
ト
シ
テ
採
用
ス
ヘ
キ
書
籍
ノ
如
キ
ハ
彼
等
テ
シ

　
テ
之
二
二
ザ
智
識
ヲ
摂
取
セ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
ル
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
ノ
注

　
意
ア
ル
．
ヲ
要
ス
従
テ
此
等
ノ
書
籍
ハ
経
費
ノ
許
ス
範
囲
内
二
於
テ
監
獄

　
二
於
テ
購
求
保
管
シ
其
書
目
ノ
如
キ
ハ
可
成
之
ヲ
印
刷
シ
テ
各
房
二
備

　
ぺ
匹
人
ヲ
シ
テ
右
記
欲
ス
ル
書
籍
ヲ
看
読
ス
ル
ヲ
得
サ
シ
ム
ル
ソ
便
宜

　
ヲ
与
フ
ヘ
シ
（
3
）

　
と
こ
ろ
で
、
閲
読
許
可
範
囲
は
拡
大
し
た
も
の
の
、
無
制
限
に
書
籍
閲

読
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
勿
論
な
い
。
明
治
三
十
二
年

開
催
の
諮
問
会
に
お
い
て
も
、
感
化
上
有
害
な
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
．

ら
に
感
化
上
有
益
で
な
け
れ
ば
一
な
ら
な
い
こ
と
が
要
請
さ
耽
て
い
る

（
4
）
。
ま
た
、
具
体
的
な
書
籍
盟
読
許
否
の
封
断
に
あ
た
っ
て
は
、
書
籍
量

の
も
の
の
閲
読
適
否
の
判
断
に
加
え
て
、
閲
読
の
目
的
、
必
要
性
等
、
閲

読
を
願
い
出
た
囚
人
の
個
別
的
事
情
が
よ
り
一
層
勘
案
さ
れ
る
よ
う
に
な

　　　一　二一



っ
て
き
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
当
時
の
北
海
道
集
治
監
に
お
け

る
書
籍
取
扱
例
で
は
、
営
業
書
に
つ
い
て
は
、
原
則
ど
し
て
そ
の
者
の
終

身
営
業
と
す
る
も
の
の
み
を
許
可
、
宗
教
書
に
つ
い
で
も
原
則
と
し
て
マ

宗
の
み
、
ま
た
洋
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
閲
読
が
許
さ
れ
た
の
は
、
商
館

勤
務
の
者
と
か
洋
服
屋
の
類
に
限
ら
れ
た
と
い
う
（
5
）
。

　
と
こ
ろ
で
明
治
三
十
二
年
監
獄
則
第
三
十
二
条
第
二
項
は
、
「
感
化
若
ハ

紀
律
二
選
ケ
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ
」
と
定
め
る
の
み
で
、
亘
ハ
体
的
な
閲

読
許
可
基
準
は
何
ら
明
示
し
て
は
い
な
い
。
監
獄
則
施
行
細
則
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
具
体
的
な
閲
読
基
準
の
定
立
な
ら
び
に
閲
読
許
否
の
認

定
は
、
第
三
十
二
条
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
施
設
の
実
情
に
応
じ
、
こ
れ

を
典
獄
の
判
断
に
委
ね
る
趣
旨
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
．

　
各
監
獄
に
お
け
る
図
書
閲
読
許
可
基
準
の
具
体
例
を
み
て
み
よ
う
。

　
名
古
屋
監
獄
で
は
、
明
治
三
十
六
年
、
看
読
を
許
す
べ
き
書
籍
と
し
て

次
の
基
準
を
定
め
て
い
る
（
6
）
。
　
　
　
　
　
　
．

　
一
、
常
識
ヲ
養
成
ス
ル
ニ
適
当
ナ
ル
修
身
書

　
二
、
精
神
修
養
二
適
ス
ル
宗
教
書
籍

　
三
、
出
獄
後
ノ
職
業
二
必
要
ナ
ル
書
籍

　
四
、
日
用
二
二
ス
ル
程
度
二
於
ケ
ル
数
学
書
運
用
文
章
等
ノ
教
育
書

　
五
、
忠
君
愛
国
ノ
観
念
ヲ
養
成
ス
ル
ニ
適
当
ナ
ル
日
本
歴
史

）
六
、
勤
倹
貯
蓄
、
修
身
斉
家
ノ
精
神
ヲ
養
成
ス
ル
ニ
適
当
ナ
ル
伝
記

　
　
但
個
人
精
査
ノ
上
特
に
必
要
ヲ
認
ム
ル
時
ハ
其
他
ノ
文
書
図
画
ヲ
許

　
　
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
’

　
山
口
監
獄
は
、
明
治
三
十
七
年
、
在
監
人
看
読
書
籍
許
否
標
準
を
定
め
、

宗
教
、
修
身
に
限
ら
ず
、
法
律
、
歴
史
、
其
他
感
化
上
有
害
な
ら
ざ
る
書

籍
は
、
広
ぐ
そ
の
看
読
を
許
し
た
と
い
う
（
7
）
。

官
本
　
府
県
監
獄
費
の
個
庫
支
弁
復
活
、
府
県
監
獄
の
司
法
省
直
轄
等
を

境
と
し
て
、
各
監
獄
に
お
け
る
官
本
整
備
は
次
第
に
進
展
を
み
せ
始
め
る
。

明
治
三
十
六
年
に
開
催
さ
れ
た
典
獄
会
議
に
お
い
て
は
、
監
獄
局
長
よ
り
、

「
此
等
ノ
書
籍
ハ
経
費
ノ
許
ス
範
囲
内
デ
監
獄
二
四
テ
購
求
保
管
シ
其
書

目
ノ
如
キ
ハ
可
成
之
ヲ
印
刷
シ
テ
各
房
二
備
へ
囚
人
ヲ
シ
テ
各
其
欲
ス
ル

書
籍
ヲ
看
読
ス
ル
ヲ
得
サ
シ
ム
ル
ノ
便
宜
ヲ
与
フ
ヘ
シ
ト
と
の
官
本
充
実

の
方
針
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
各
監
獄
に
お
け
る
官
本
備
付
け
は
こ
の
指

示
後
急
速
に
充
実
に
向
う
。

　
当
時
の
各
監
獄
に
お
け
る
官
本
保
有
の
状
況
を
み
て
み
よ
う
。

　
神
戸
監
獄
姫
路
分
監
で
は
、
明
治
三
十
五
年
一
月
十
一
日
現
在
、
官
有

．
書
籍
保
有
冊
数
は
、
修
身
書
一
五
八
冊
、
教
育
書
一
五
冊
、
宗
教
書
九
冊
、

就
学
用
書
三
三
九
冊
、
字
引
四
冊
一
計
五
二
五
冊
で
あ
っ
た
（
8
）
。

　
和
歌
山
監
獄
で
は
、
明
治
三
十
六
年
三
月
末
現
在
、
そ
の
保
有
官
本
は

計
四
一
六
冊
で
あ
っ
た
（
9
）
。

　
名
古
屋
監
獄
で
は
、
明
治
三
十
六
年
当
時
、
宗
教
書
・
実
業
書
・
経
済

書
・
伝
記
・
物
語
・
辞
書
等
、
保
有
官
本
冊
数
は
計
一
四
、
九
八
九
冊
で

あ
っ
た
（
1
0
）
。

　
ま
た
、
・
静
岡
監
獄
、
宮
崎
監
獄
で
は
、
明
治
三
十
六
年
以
後
、
備
付
官

本
の
増
加
に
努
め
た
と
い
・
フ
（
1
1
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
明
治
三
十
五
年
、
東
京
集
治
監
（
小
菅
）
に
図
書
室
が
設

置
さ
れ
た
。
新
調
の
書
架
を
備
え
、
図
書
は
各
部
門
ご
と
に
配
置
さ
れ
、

新
ら
し
く
制
定
さ
れ
た
図
書
貸
与
規
定
に
よ
り
運
営
せ
ら
れ
た
匙
い
う
。

同
集
治
監
教
講
師
西
元
龍
挙
の
労
に
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
わ

「三二



が
国
最
初
の
刑
務
所
図
書
館
と
い
．
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
1
2
）
。
明
治
三
十

八
年
五
月
に
は
、
巣
鴨
監
獄
に
お
い
て
も
刑
務
所
図
書
館
の
開
館
を
み
て

い
る
。
図
書
館
は
南
監
三
画
面
設
置
さ
れ
、
免
休
心
日
の
午
後
約
二
時
聞

ほ
ど
開
館
し
た
。
図
書
館
に
は
図
書
目
録
が
備
え
ら
れ
、
ま
た
、
教
講
師

一
名
が
書
籍
の
出
納
、
ゴ
囚
人
の
読
書
指
導
等
に
あ
た
っ
た
走
い
う
。
し
か

し
、
図
書
館
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
在
監
対
す
べ
て
で
は
な
く
、

三
三
三
三
行
状
善
良
に
し
て
特
別
処
遇
を
受
け
る
者
二
十
名
以
内
で
あ
っ

た
。
成
績
優
浪
者
に
対
す
る
優
遇
措
置
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
1
3
）
。

私
本
　
町
治
二
十
二
年
改
正
後
に
お
け
る
官
本
主
義
の
復
活
と
と
も
に
、

私
幣
の
購
入
・
差
入
れ
が
次
第
に
制
限
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ

と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
明
治
三
十
二
年
改
正
後
、
官
本
整
備
の
充

実
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
方
向
は
一
層
加
速
さ
れ
る
。
馳
作
業
工
銭
に
よ
る

書
籍
購
入
に
つ
き
そ
の
使
用
限
度
額
の
制
限
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
も
前
述
し
た
が
、
同
様
の
措
置
は
、
以
後
各
府
県

に
お
い
て
急
速
に
一
般
化
し
つ
つ
あ
っ
た
つ

　
明
治
三
十
二
年
十
月
二
十
五
日
改
正
に
か
か
る
宮
城
集
治
監
の
『
囚
人

書
籍
購
入
及
取
扱
手
続
』
第
三
条
で
は
、
書
籍
購
入
は
、
領
置
工
銭
五
円

以
上
を
有
し
、
且
つ
、
購
入
せ
ん
と
す
る
書
籍
代
価
が
そ
め
十
五
分
の
一

以
内
の
金
額
の
場
合
の
み
許
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
4
1
）
。
ま
た
、
官

制
改
革
後
の
明
治
三
十
七
年
、
宮
城
監
獄
で
は
、
監
獄
に
備
付
け
の
あ
る

書
籍
に
つ
い
て
は
そ
の
購
入
は
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
（
1
5
）
。
明
治
三
十

六
年
十
一
月
制
定
に
か
か
る
金
沢
監
獄
富
山
分
監
の
≒
在
監
人
書
籍
及
貸

与
書
籍
取
扱
』
第
三
条
で
も
、
書
籍
購
入
は
、
一
ケ
月
一
回
一
部
限
り
と

さ
れ
、
貯
蓄
工
銭
二
円
以
上
を
有
し
、
前
一
ケ
月
間
懲
罰
に
処
せ
ら
れ
た
ヒ

こ
と
が
な
い
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
て
い
る
（
1
6
）
。
と
こ
ろ
で
、
当
時
名
古
屋

監
獄
で
は
、
在
監
囚
人
約
二
、
○
○
○
名
中
》
書
籍
購
求
者
は
月
平
均
四

五
〇
人
を
下
ら
ず
、
月
あ
た
り
の
購
入
総
額
は
、
一
人
平
均
三
〇
銭
と
し
，

て
、
約
＝
二
五
円
の
高
額
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
の
後
き
教
講
師
の
努
力
に
よ

り
乱
費
者
は
次
第
に
減
少
し
、
明
治
三
十
七
年
当
時
、
購
入
出
願
者
は
一

ケ
月
平
均
七
〇
人
内
外
に
落
ち
着
い
た
と
い
う
（
1
7
）
。

新
聞
　
明
治
三
十
二
年
改
正
に
よ
り
、
新
聞
紙
な
ら
び
に
時
事
に
関
す
る

論
説
記
事
の
閲
読
を
禁
止
し
た
第
三
十
二
条
第
四
項
は
削
除
さ
れ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
に
よ
り
新
聞
紙
閲
読
が
全
く
自
由
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

改
正
直
後
の
七
月
二
十
六
日
に
は
、
各
庁
府
県
に
対
し
、
「
右
ハ
（
注
・
第

四
項
の
削
除
を
指
す
）
総
ヘ
テ
自
由
二
之
ヲ
許
ス
ノ
旨
趣
二
言
之
感
化
上

血
中
必
要
ア
ル
者
ハ
書
籍
ノ
例
二
準
シ
座
面
セ
シ
メ
ラ
シ
其
／
他
山
従
前

ノ
通
御
取
扱
相
成
何
様
数
度
依
命
此
段
為
念
及
通
牒
二
候
也
」
と
の
監
獄

局
長
通
牒
が
肥
せ
ら
れ
て
い
る
（
1
8
）
。
感
化
若
ぐ
は
紀
律
に
妨
げ
な
き
場

合
は
書
籍
の
例
に
準
じ
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
ρ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

・
と
こ
ろ
で
、
刑
事
被
告
人
に
か
か
る
新
聞
紙
な
ら
び
に
蒔
事
に
関
す
る

論
説
記
事
の
差
入
れ
を
禁
じ
た
第
三
十
八
条
第
二
項
は
、
存
置
さ
れ
た
ま

ま
で
あ
っ
た
（
1
9
）
。
刑
事
被
告
人
に
か
か
る
書
籍
差
入
れ
に
つ
い
て
は
、
外

部
と
の
通
牒
防
止
の
点
か
ら
特
に
厳
重
な
監
視
と
制
限
が
付
さ
れ
た
こ
と

は
前
に
も
述
べ
た
が
、
か
か
る
制
限
は
明
治
三
十
二
年
改
正
に
お
い
て
も

緩
和
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
監
獄
則
上
新
聞
紙

直
読
が
許
さ
れ
た
の
は
、
官
署
購
入
・
備
付
け
の
も
の
が
お
っ
た
か
ど
う

か
に
別
と
し
て
、
囚
人
・
懲
治
人
に
つ
い
で
は
差
入
・
購
入
と
も
、
刑
事

被
告
人
に
つ
い
－
て
は
購
入
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
て
そ
の
実

　　　T　三一



際
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
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注
（
1
）
　
平
松
義
郎
「
刑
罰
の
歴
史
－
日
本
（
近
代
的
自
由
刑
の
成
立
）
1
」
（
『
刑
罰
の
理

　
論
と
現
実
』
　
昭
和
四
十
七
年
　
八
五
ペ
ー
ジ
）

（
2
）
　
前
掲
『
明
治
三
十
一
年
典
獄
諮
問
会
速
記
録
』
二
一
一
ぺ
ー
ジ

（
3
）
　
前
掲
『
刑
務
所
長
会
同
席
上
に
於
け
る
訓
示
・
演
述
．
注
意
事
項
集
』
（
昭
和
幽
幽
、

　
刑
務
協
会
）
　
一
一
四
ペ
ー
ジ
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前
掲
『
明
治
三
十
一
年
典
獄
諮
問
会
速
記
録
』
二
一
六
ペ
ー
ジ

同
・
二
一
五
ペ
ー
ジ

前
掲
『
日
本
監
獄
聴
講
史
』
上
・
六
四
七
ペ
ー
ジ

同
・
下
・
一
四
〇
九
ペ
ー
ジ

同
・
下
・
＝
二
一
八
ペ
ー
ジ

同
・
下
・
一
二
七
七
ペ
ー
ジ

同
・
上
・
六
四
八
ペ
ー
ジ

前
掲
『
日
本
近
世
行
刑
史
稿
』
下
・
九
〇
二
ペ
ー
ジ

前
掲
『
日
本
監
獄
教
講
史
』
上
・
二
七
九
ペ
ー
ジ

同
・
上
・
三
九
〇
ペ
ー
ジ

同
・
上
・
九
八
一
ペ
ー
ジ

同
・
上
・
九
八
三
ペ
ー
ジ

同
・
上
・
八
〇
四
ペ
ー
ジ

『
監
獄
協
会
雑
誌
』
第
一
七
巻
四
号
（
明
治
三
十
七
年
四
月
、
大
日
本
監
獄
協
会
）

　
四
四
ペ
ー
ジ

（
1
8
）
　
前
掲
『
大
日
本
監
獄
協
会
雑
誌
』
第
＝
｝
七
号
（
明
治
三
十
二
年
八
月
）
五
四
ペ

　
ー
ジ

（
1
9
）
同
・
五
五
ペ
ー
ジ

　
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
財
団
法
人
矯
正
協
会
主
事
佐
々
木
繁
総
懸

か
ら
多
大
の
御
教
示
を
賜
わ
り
ま
し
た
。
記
し
て
厚
く
御
礼
申
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
な
か
ね
・
け
ん
い
ち
　
収
集
整
理
部
収
集
課
）
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